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証
人
等
の
被
害
に
つ
い
て
の
給
付
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

証
人
等
の
被
害
に
つ
い
て
の
給
付
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
二
十
七
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
給
付
基
礎
額
）

（
給
付
基
礎
額
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

給
付
基
礎
額
は
、
一
万
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が
、
被
害
者
の
通
常

２

給
付
基
礎
額
は
、
九
千
七
百
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が
、
被
害
者
の

得
て
い
る
収
入
の
日
額
に
比
し
て
公
正
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
一
万

通
常
得
て
い
る
収
入
の
日
額
に
比
し
て
公
正
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

五
千
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
こ
れ
を
増
額
し
た
額
を
も
つ
て
給
付
基

一
万
四
千
五
百
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
こ
れ
を
増
額
し
た
額
を
も
つ

礎
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

て
給
付
基
礎
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
介
護
給
付
の
範
囲
、
金
額
及
び
支
給
方
法
）

（
介
護
給
付
の
範
囲
、
金
額
及
び
支
給
方
法
）

第
五
条
の
二

（
略
）

第
五
条
の
二

（
略
）

２

介
護
給
付
は
、
月
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
一
月
に
つ

２

介
護
給
付
は
、
月
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
一
月
に
つ

き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と

き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と

す
る
。

す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

常
時
介
護
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
月
（
新
た
に
介
護
給
付
の
支

二

常
時
介
護
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
月
（
新
た
に
介
護
給
付
の
支
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給
原
因
た
る
事
実
が
生
じ
た
月
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
号
に
お
い

給
原
因
た
る
事
実
が
生
じ
た
月
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
親
族
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
に
よ
る
介
護
を
受
け
た
日
が
あ

て
同
じ
。
）
に
親
族
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
に
よ
る
介
護
を
受
け
た
日
が
あ

る
と
き
（
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が

る
と
き
（
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額

が
九
万
七
百
九
十
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

九
万
七
百
九
十
円

が
八
万
五
千
四
百
九
十
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

八
万
五
千
四
百

九
十
円

三

（
略
）

三

（
略
）

四

随
時
介
護
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
月
に
親
族
又
は
こ
れ
に
準
ず

四

随
時
介
護
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
月
に
親
族
又
は
こ
れ
に
準
ず

る
者
に
よ
る
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費

る
者
に
よ
る
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費

用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
介
護
に

用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
介
護
に

要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
が
四
万
五
千
四
百
円
以
下
で
あ
る
場
合

要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
が
四
万
二
千
七
百
円
以
下
で
あ
る
場
合

に
限
る
。
）

四
万
五
千
四
百
円

に
限
る
。
）

四
万
二
千
七
百
円

（
葬
祭
給
付
の
金
額
）

（
葬
祭
給
付
の
金
額
）

第
十
七
条

法
第
五
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
葬
祭
給
付
の
金
額
は
、
三
十

第
十
七
条

法
第
五
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
葬
祭
給
付
の
金
額
は
、
三
十

三
万
円
に
給
付
基
礎
額
の
三
十
倍
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

一
万
五
千
円
に
給
付
基
礎
額
の
三
十
倍
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。


